
（
七
二
一
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
先
の
論
文
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
」
で
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
（
1
）

。
そ

こ
で
は
、
①
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
概
念
を
含
む
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
充

足
を
「
働
き
や
す
さ
」
の
近
似
値
と
捉
え
、
②
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（Q

uality of W
orking L

ife

＝
労
働
の
人
間
化
）
や
Ｅ
Ｓ

（E
m
ployee S

atisfaction

＝
従
業
員
満
足
）
へ
発
展
す
る
こ
と
で
「
働
き
が
い
」
の
下
部
構
造
を
形
成
し
、
③
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け
（
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
と
組
織
コ
メ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
働
き
が
い
の
中
間
項
と
し
、
④
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
制
度
を
媒
体
と
し
て
、
⑤
働
き

が
い
（
の
状
態
）
を
実
現
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
論
じ
た
（
2
）

。
つ
ま
り
、
働
き
が
い
（
の
状
態
）
と
は
、
前
提
と
な
る
働
き
や
す
さ
の
条
件
を

備
え
た
上
で
、
動
機
づ
け
の
機
会
が
多
く
か
つ
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
状
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
組
織

三
二
九
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に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
た
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
が
、
動
機
づ
け
や
組
織
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
と
相
互
規
定
関
係
の
下
に
、
抽
象
的
、
主
観
的
な
働
き
が
い
の
認
識
を
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
が
想
定
す
る
枠
組
み
で
は
、
働
き
が
い
（
の
状
態
）
を
も
た
ら
す
中
心
的
な
要
因
は
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け

（
ワ
ー
ク
・
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
＝w

ork m
otivation

）
で
あ
る
。
同
上
論
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
常
用
語
と
し
て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
言
葉
は
、
動
機
づ
け
の
手
段
・
方
法
を
指
す
場
合
と
、
そ
れ
ら
の
手
段
・
方
法
で
動
機
づ
け
ら
れ
た
状
態
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高

い
、
労
働
意
欲
が
旺
盛
）
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
前
者
の
動
機
づ
け
の
手
段
・
方
法
の
う
ち
、
と
く
に
企
業
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
報
酬
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
場
合
の
報
酬
は
、
具
体
的
に
は
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
・
施
策
を
媒
体
と

し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
金
銭
的
報
酬
だ
け
で
な
く
、
か
な
り
広
く
捉
え
た
非
金
銭
的
報
酬
も
対
象
に
し
、
外
的
報

酬
だ
け
で
な
く
内
的
報
酬
も
含
め
て
論
ず
る
。
つ
ま
り
、
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け
に
お
い
て
不
可
欠
で
、
か
つ
中
心
的
な
位
置
づ
け
に
あ

る
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
全
体
を
議
論
の
対
象
に
す
る
。
変
化
の
過
程
に
あ
る
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
で
も
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
過
去
の
実
績
に
対
す
る
報
酬
（rew

ard

）
と
、
将
来
の
業
績
に
対
す
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
（incentive

＝
誘
因
）
の
両
者
を
包
含
し
て
報
酬
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
（
3
）

。

本
稿
の
構
成
は
、
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
構
成
を
整
理
し
た
上
で
、
ま
ず
外
的
報
酬
と
し
て
の
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報
酬
に
関

し
て
検
討
し
、
次
ぎ
に
金
銭
的
報
酬
で
あ
る
賃
金
と
動
機
づ
け
に
関
し
て
考
察
す
る
。
続
い
て
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
と
の
関
連
、
外
的

報
酬
が
内
発
的
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
条
件
を
検
討
し
、
こ
こ
で
は
賃
金
と
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
変
化
の
実
態
を
概
観
し
、
こ
れ
か
ら
の
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
を
提
案
す
る
。
む
す
び
は
全
体
の

ま
と
め
で
あ
る
。

三
三
〇



（
七
二
三
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

二　

企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
構
成

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
企
業
（
会
社
、
団
体
）
に
お
け
る
報
酬
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
全
体
的
な
構
成
は
図

表
1
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
企
業
が
付
与
す
る
あ
る
い
は
企
業
か
ら
得
ら
れ
る
報
酬
は
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
に
大
き
く
分

類
で
き
る
。
外
的
報
酬
は
、
組
織
（
企
業
）
や
上
司
、
同
僚
な
ど
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
さ
ら
に
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報

酬
に
区
分
す
る
。
金
銭
的
報
酬
は
、
①
賃
金
と
②
付
加
的
給
付
で
あ
る
。
報
酬
と
い
う
場
合
、
一
般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
賃
金
を

中
心
と
し
た
金
銭
的
報
酬
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
広
く
捉
え
た
非
金
銭
的
報
酬
も
報
酬
の
重
要
な
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
非
金
銭
的

報
酬
を
拡
大
し
て
捉
え
る
と
、
①
組
織
上
の
地
位
・
ス
テ
イ
タ
ス
や
②
承
認
・
称
讃
だ
け
で
な
く
、
③
評
価
制
度
、
④
次
の
仕
事
、

⑤
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
、
⑥
能
力
開
発
の
機
会
、
⑦
雇
用
保
障
、
と
い
う
よ
う
に
多
様
に
展
開
で
き
る
。

外
的
報
酬
に
対
し
て
内
的
報
酬
は
、
例
え
ば
達
成
感
、
充
実
感
、
成
長
感
、
有
能
感
、
仕
事
自
体
へ
の
興
味
な
ど
、
職
務
遂
行
の
過
程

や
結
果
か
ら
個
人
の
内
部
で
主
観
的
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
動
機
づ
け
の
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
内
的
報
酬
の
方
が
重
視
さ
れ
て
き

た
（
4
）

。
本
稿
は
内
的
報
酬
を
軽
ん
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
立
場
か
ら
、
外
的
報
酬
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
改
め
て

確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

外
的
報
酬
を
得
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
外
的
報
酬
を
得
た
こ
と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
外
的

報
酬
と
関
連
す
る
動
機
づ
け
を
「
外
発
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
。
一
方
、
内
的
報
酬
を
得
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は

内
的
報
酬
を
得
た
こ
と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
内
的
報
酬
と
関
連
す
る
動
機
づ
け
を
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
（
5
）

。

外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
と
の
関
連
、
外
的
報
酬
と
内
発
的
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
章
で
や
や
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

三
三
一
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三　

外
的
報
酬
の
概
要

1　

金
銭
的
報
酬

⑴　

賃
金
（
月
例
賃
金
、
賞
与
・
一
時
金
、
退
職
金
）

報
酬
と
り
わ
け
金
銭
的
報
酬
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
前
述
し

た
と
お
り
一
般
的
に
は
ま
ず
賃
金
を
思
い
浮
か
べ
る
。
賃
金
も
、

月
々
支
給
す
る
月
例
賃
金
と
、
年
に
二
〜
三
回
支
給
す
る
賞

与
・
一
時
金
、
そ
れ
に
退
職
時
に
支
給
す
る
退
職
金
と
に
大
別

さ
れ
る
。

月
例
賃
金
は
通
常
「
基
本
給
（
部
分
）
＋
諸
手
当
」
で
構
成

さ
れ
る
が
、
基
本
給
と
諸
手
当
そ
れ
ぞ
れ
に
企
業
の
ポ
リ
シ
ー

に
よ
り
特
定
の
賃
金
決
定
要
素
が
反
映
さ
れ
、
組
み
合
わ
さ
れ

る
。
そ
の
賃
金
決
定
要
素
の
主
な
も
の
は
、
①
仕
事
要
素
（
職

務
、
役
割
（
6
）

、
職
種
）、
②
能
力
要
素
（
職
務
遂
行
能
力
）、
③
業
績

要
素
（
成
果
、
業
績
、
成
績
）、
④
年
功
要
素
（
勤
続
＋
副
次
的
に

年
齢
）、
⑤
生
計
費
要
素
で
あ
る
。
報
酬
と
し
て
の
賃
金
は
、

成
果
主
義
賃
金
つ
ま
り
成
果
給
、
業
績
給
だ
け
に
限
ら
な
い
。

図表 1　企業内報酬システムの構成

1．外的報酬 ⑴ 金銭的報酬 ① 賃金（月例賃金、賞与・一時金、退職金）

② 付加的給付（報奨金、ストック・オプ
ション、福利厚生）

⑵ 非金銭的報酬 ① 組織上の地位・ステイタス
　（役職昇進、等級・資格の昇級・昇格）

② 承認・称讃（褒賞・報奨制度、表彰制
度、従業員相互称讃制度、特別休暇制度）

③ 評価制度

④ 次の仕事

⑤ キャリア開発・形成の機会

⑥ 能力開発の機会

⑦ 雇用保障

2．内的報酬 （達成感、充実感、成長感、有能感、自己効力感、自己決定感、
仕事自体の有意味感、仕事自体への興味、仕事自体のおもし
ろさ）

三
三
二



（
七
二
五
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

重
要
な
職
務
、
困
難
な
役
割
、
特
殊
な
職
種
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
の
報
酬
と
し
て
の
仕
事
給
、
職
務
遂
行
能
力
の
高
低
と
能
力
の
発
揮

度
に
応
じ
た
報
酬
で
あ
る
能
力
給
の
ほ
か
、
主
と
し
て
勤
続
に
よ
る
貢
献
と
能
力
向
上
を
反
映
す
る
年
功
給
も
報
酬
で
あ
る
。
生
計
費
要

素
は
従
業
員
の
生
活
安
定
を
目
的
と
し
た
報
酬
で
あ
る
生
活
給
（
年
齢
給
）
の
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
が
、
①
〜
④
の
各
要
素
に
基
づ
く

賃
金
の
決
定
自
体
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

月
例
賃
金
と
い
っ
て
も
、
基
本
給
の
場
合
は
賃
金
決
定
要
素
を
毎
月
反
映
し
て
変
動
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
業
績
給
は
短
期
変

動
型
の
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
他
の
賃
金
は
一
年
単
位
（
半
年
単
位
の
例
も
希
に
あ
る
）
の
固
定
給
で
あ
る
。
基
本
給
が
頻
繁
に
増
減
し
た

の
で
は
生
活
設
計
を
不
安
定
に
す
る
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
通
常
は
一
年
に
一
度
、
昇
給
査
定

に
基
づ
い
て
昇
給
さ
せ
る
か
ど
う
か
、
い
く
ら
昇
給
さ
せ
る
か
（
あ
る
い
は
減
額
す
る
か
）
決
定
す
る
。
こ
う
し
た
昇
給
管
理
自
体
も
外
的

報
酬
に
よ
る
動
機
づ
け
に
な
る
。
な
お
、
諸
手
当
は
基
本
給
で
は
吸
収
で
き
な
い
個
別
の
特
定
条
件
・
要
素
の
小
刻
み
な
変
化
を
受
け
止

め
、
反
映
さ
せ
る
可
変
的
賃
金
項
目
で
あ
る
。
支
給
条
件
・
要
素
の
変
動
で
、
例
え
ば
扶
養
家
族
数
の
増
減
に
よ
り
生
活
関
連
手
当
で
あ

る
家
族
手
当
が
増
減
す
る
よ
う
に
、
基
本
給
と
は
異
な
り
随
時
変
動
す
る
。

賞
与
・
一
時
金
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ナ
ス
は
典
型
的
な
成
果
・
業
績
賃
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
に
成
果
に
対
す
る
報
酬
と
い
う
性
格

だ
け
で
は
な
い
。
賞
与
・
一
時
金
の
「
賞
与
」
は
、
業
績
反
映
部
分
（
業
績
変
動
部
分
）
を
表
し
て
お
り
、「
一
時
金
」
は
個
人
あ
る
い
は

企
業
の
業
績
を
反
映
さ
せ
な
い
部
分
（
固
定
部
分
、
保
障
部
分
）
で
あ
り
、
生
活
一
時
金
部
分
を
示
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
賞
与
・
一
時
金

は
実
態
と
し
て
、
業
績
変
動
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
生
計
費
に
配
慮
し
た
生
活
給
部
分
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
7
）

。
つ
ま
り
、
賞

与
・
一
時
金
は
単
な
る
成
果
・
業
績
を
反
映
す
る
報
酬
で
は
な
く
、
生
計
費
配
慮
の
報
酬
で
も
あ
る
。

賞
与
・
一
時
金
は
、
一
般
的
に
は
半
年
単
位
で
夏
季
と
年
末
の
年
二
回
支
給
さ
れ
る
が
、
企
業
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
三
月
の
年
度
末
に

三
三
三
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期
末
賞
与
を
支
給
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
年
二
回
の
例
で
い
え
ば
、
半
年
単
位
で
測
定
し
た
企
業
業
績
、
各
部
門
業
績
、
個
人
業
績
を
反

映
す
る
報
酬
で
あ
る
。
な
お
、
月
例
賃
金
と
賞
与
を
一
体
化
し
た
成
果
・
業
績
賃
金
が
年
俸
制
で
あ
る
。
一
年
間
の
成
果
・
業
績
を
反
映

し
て
次
年
度
の
報
酬
で
あ
る
年
俸
を
決
定
す
る
。
個
人
業
績
に
よ
っ
て
年
俸
が
ア
ッ
プ
、
ダ
ウ
ン
す
る
刺
激
的
な
報
酬
で
あ
る
。
た
だ
し
、

部
・
課
長
以
上
で
あ
る
年
俸
制
適
用
者
の
賃
金
水
準
は
も
と
も
と
高
く
、
減
額
さ
れ
て
も
一
定
の
水
準
は
保
た
れ
て
い
る
。

退
職
金
は
、
定
年
あ
る
い
は
定
年
間
近
ま
で
勤
務
す
れ
ば
、
約
四
〇
年
間
の
労
働
（
貢
献
）
に
対
す
る
報
酬
に
な
る
。
退
職
金
の
性
格
、

役
割
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、「
功
労
報
奨
説
」「
生
活
保
障
説
」「
賃
金
の
後
払
い
説
」
に
集
約
さ
れ
る
。
筆
者
自
身
は
、
①
企
業
に

対
す
る
在
職
中
の
何
ら
か
の
功
労
、
貢
献
を
基
準
に
退
職
金
を
算
定
し
（
功
労
報
奨
）、
②
退
職
後
と
く
に
定
年
退
職
後
の
生
計
費
の
一
部

を
補
填
す
る
（
生
活
保
障
）
の
が
、
賃
金
論
か
ら
み
た
今
日
的
な
退
職
金
の
役
割
と
機
能
だ
と
考
え
て
い
る
。
退
職
金
は
形
と
し
て
は

「
事
後
的
な
特
別
給
与
」
だ
が
、
賃
金
後
払
い
説
は
労
働
者
保
護
を
目
的
と
す
る
法
的
な
理
論
構
成
に
お
け
る
通
説
に
止
ま
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
企
業
で
用
い
ら
れ
て
い
る
退
職
一
時
金
の
算
定
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
退
職
金
＝
算
定
基
礎
給
×
勤
続
年
数
別
支
給
率
×
退
職
事
由
別
係
数
＋
功
労
等
各
種
加
算
」

算
定
基
礎
給
は
基
本
給
ま
た
は
そ
の
一
定
割
合
で
、
勤
続
年
数
別
支
給
率
は
高
勤
続
ほ
ど
急
激
に
増
加
幅
が
大
き
く
な
る
。
ま
た
、
会

社
都
合
と
自
己
都
合
退
職
で
は
、
退
職
事
由
別
係
数
を
掛
け
る
こ
と
で
格
差
が
付
く
。
た
だ
、
こ
の
算
式
で
は
算
定
基
礎
給
が
月
例
賃
金

と
連
動
し
て
い
て
毎
年
の
賃
上
げ
が
即
反
映
さ
れ
る
し
、
基
本
給
が
年
功
的
で
あ
れ
ば
退
職
金
も
直
接
的
に
そ
の
影
響
を
受
け
る
。

そ
こ
で
コ
ス
ト
面
、
制
度
面
か
ら
退
職
金
制
度
の
改
定
、
合
理
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
主
要
な
方
向
性
は
、
賃
金
分
離
型
の
算

定
方
式
導
入
と
年
金
化
で
あ
る
。
現
在
、
大
企
業
を
中
心
に
導
入
さ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
制
度
が
前
者
の
到
達
点
と
い
え
る
。

社
員
等
級
や
勤
続
階
層
別
に
設
定
さ
れ
た
勤
続
一
年
当
た
り
の
ポ
イ
ン
ト
を
累
積
し
、
退
職
時
の
総
ポ
イ
ン
ト
（
例
え
ば
二
〇
〇
〇
点
）
に

三
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（
七
二
七
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

一
点
単
価
（
例
え
ば
一
万
円
）
を
掛
け
て
退
職
金
（
二
〇
〇
〇
万
円
）
を
算
出
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
じ
社
員
等
級
で
も
そ
の

年
の
評
価
に
よ
っ
て
加
算
ポ
イ
ン
ト
に
差
を
付
け
る
企
業
事
例
も
出
て
い
る
。
本
来
は
長
期
的
な
貢
献
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
た
退
職
金

が
、
短
期
的
な
業
績
に
対
す
る
報
酬
に
変
化
し
た
例
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
月
々
あ
る
い
は
賞
与
時
に
支
給
す
る
退
職
金
の
前
払
い
制
度

を
導
入
す
る
企
業
や
、
退
職
金
制
度
自
体
を
廃
止
す
る
企
業
も
あ
る
な
ど
、
こ
の
と
こ
ろ
退
職
金
制
度
の
変
化
は
激
し
い
（
8
）

。

さ
ら
に
、
退
職
一
時
金
を
原
資
に
多
く
の
企
業
で
確
定
給
付
企
業
年
金
や
確
定
拠
出
年
金
（
日
本
版
4
0
1
ｋ
プ
ラ
ン
）
を
導
入
し
て
い

る
。
確
定
拠
出
年
金
の
場
合
は
、
掛
け
金
の
拠
出
時
点
で
企
業
の
報
酬
支
払
い
は
終
了
す
る
が
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
場
合
は
、
仮
に

一
〇
年
の
有
期
年
金
と
す
れ
ば
報
酬
の
支
給
期
間
が
一
〇
年
続
く
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
最
近
の
退
職
一
時
金
・
年
金
は
、
退

職
給
付
会
計
や
企
業
年
金
制
度
の
改
定
と
い
っ
た
外
的
要
因
と
相
ま
っ
て
、
報
酬
と
し
て
の
意
味
づ
け
が
多
様
化
し
て
い
る
。

⑵　

付
加
的
給
付
（
フ
リ
ン
ジ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
＝fringe benefi ts

）

付
加
的
給
付
は
、
⑴
で
述
べ
た
狭
義
の
賃
金
に
比
べ
金
銭
的
報
酬
と
し
て
は
間
接
的
に
な
る
。
図
表
1
で
は
、
報
奨
金
、
ス
ト
ッ
ク
・

オ
プ
シ
ョ
ン
、
福
利
厚
生
を
例
示
し
た
。
こ
の
う
ち
、
報
奨
制
度
に
基
づ
く
金
銭
的
報
酬
と
し
て
の
報
奨
金
（
商
品
券
な
ど
の
金
券
も
含

む
）
は
、
月
例
賃
金
の
性
格
を
持
つ
月
次
報
奨
金
の
場
合
も
あ
る
が
、
通
常
は
月
例
賃
金
と
は
切
り
離
し
て
支
給
す
る
。
と
い
う
の
も
、

も
と
も
と
報
奨
制
度
は
狭
義
の
賃
金
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
相
応
し
く
な
い
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
成
果
・
業
績
に
何
ら
か
の
方
法
で
報
い
、

処
遇
す
る
た
め
の
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
報
奨
の
形
態
は
金
銭
に
限
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
四
半
期
〜
一
年

単
位
で
審
査
す
る
報
奨
制
度
で
の
金
銭
給
付
、
あ
る
い
は
随
時
実
施
さ
れ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
時
の
報
奨
金
な
ど
の
金
銭
的
報
酬
を
想
定
し

て
い
る
。
報
奨
の
対
象
と
し
て
は
、
業
務
改
善
、
業
績
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
提
案
、
新
製
品
開
発
、
新
技
術
開
発
、
重
点
商
品
の
販
売

額
・
販
売
数
な
ど
多
様
な
例
が
考
え
ら
れ
る
。
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ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
価
格
で
、
一
定
期
間
内
に
一
定
数
の
自
社
株
を
購
入
で
き
る
権
利
の
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
一
株
千
円
で
自
社
株
を
購
入
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
、
市
場
価
格
二
千
円
の
と
き
に
権
利
を
行
使
し
て
購
入
し
、
三
千

円
に
値
上
が
り
し
た
と
き
売
却
す
れ
ば
、
一
株
当
た
り
二
千
円
の
利
益
（
報
酬
）
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
業
績
連
動
型
報
酬
で
あ

り
、
株
価
の
上
昇
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
や
や
長
期
的
な
業
績
向
上
努
力
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
。
将
来
の
業
績
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
で
あ
る
が
、
付
与
す
る
株
式
数
を
過
去
の
個
人
業
績
に
応
じ
て
配
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
役
員
に
限
ら
ず
従
業
員
に
も
ス
ト
ッ

ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
会
社
は
多
い
が
、
本
人
の
業
績
が
会
社
業
績
に
明
確
に
反
映
す
る
管
理
職
層
以
上
に
限
定
す
る
企
業
も
あ

る
。
株
価
が
上
昇
し
な
け
れ
ば
権
利
を
行
使
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
従
業
員
は
損
失
を
被
る
こ
と
が
な
い
反
面
、
株
価
次
第
の
報
酬
と

い
う
側
面
も
あ
る
。
ま
た
、
株
式
を
上
場
し
て
い
る
か
上
場
す
る
予
定
の
企
業
で
な
け
れ
ば
導
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
概
観
し
た
各
種
金
銭
的
報
酬
は
、
労
務
の
提
供
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
が
、
福
利
厚
生
を
報
酬
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と

明
ら
か
に
性
格
が
異
な
る
。
つ
ま
り
、
従
業
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
報
酬
と
い
う
性
格
付
け
で
あ
る
。
福
利
厚
生
と
い
う
報
酬
に
は
、

①
従
業
員
個
人
に
直
接
金
銭
が
提
供
さ
れ
る
制
度
・
施
策
と
、
②
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
金
銭
の
提
供
が
な
い
制
度
・
施
策
、

そ
れ
に
③
社
宅
・
独
身
寮
、
保
養
所
、
社
食
な
ど
、
間
接
的
に
金
銭
的
利
益
を
得
た
こ
と
に
な
る
中
間
的
な
制
度
・
施
策
と
が
あ
る
。
従

業
員
個
人
に
直
接
金
品
が
提
供
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
人
間
ド
ッ
ク
費
用
補
助
、
住
宅
ロ
ー
ン
利
子
補
給
、
自
己
啓
発
援
助
、
業
務
・
通

勤
災
害
法
定
外
（
上
積
み
）
補
償
、
死
亡
弔
慰
金
、
傷
病
見
舞
金
、
災
害
見
舞
金
、
結
婚
祝
金
、
出
産
祝
金
、
子
の
入
学
祝
金
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
法
定
福
利
費
（
社
会
保
険
、
労
働
保
険
等
に
お
け
る
保
険
料
の
事
業
主
負
担
部
分
）
以
外
の
法
定
外
福
利
費
の
部
分

に
な
る
。

な
お
、「
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
（
選
択
型
福
利
厚
生
制
度
）」
は
、
従
業
員
に
毎
年
一
定
の
利
用
枠
（
持
ち
ポ
イ
ン
ト
）
を
付
与
し
、
そ
の

三
三
六



（
七
二
九
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

範
囲
内
で
従
業
員
が
必
要
な
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
（
制
度
・
施
策
に
よ
っ
て
必
要
ポ
イ
ン
ト
数
は
異
な
る
）
を
選
択
し
、
組
み
合
わ
せ
る
制

度
で
あ
る
。
企
業
の
コ
ス
ト
対
策
と
従
業
員
側
の
個
別
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
効
果
的
な
福
利
厚
生
の
実
現
な
ど
を
目
的
に
、
大
手
の
企
業

で
導
入
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
の
福
利
厚
生
を
す
べ
て
カ
バ
ー
す
る
制
度
で
は
な
い
が
、
よ
り
金
銭
的
報
酬
に
接
近
し
た

仕
組
み
と
い
え
る
。

2　

非
金
銭
的
報
酬

⑴　

組
織
上
の
地
位
・
ス
テ
イ
タ
ス

非
金
銭
的
報
酬
の
代
表
的
な
も
の
は
、
組
織
上
の
地
位
や
ス
テ
イ
タ
ス
の
付
与
・
上
昇
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
そ
れ
に
は
二
種
類

あ
る
。
一
つ
は
、
課
長
、
部
長
と
い
っ
た
役
職
の
付
与
と
そ
の
上
昇
＝
「
昇
進
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
社
員
等
級
制
度
上
の
「
昇
級
・

昇
格
」
で
あ
る
。

実
は
、
役
職
も
大
き
く
分
け
る
と
さ
ら
に
二
系
統
あ
る
（
図
表
2
参
照
）。
課
長
、
部
長
、
本
部
長
、
事
業
部
長
な
ど
、
一
定
組
織
の
長

で
あ
る
ラ
イ
ン
（
＝
指
揮
命
令
系
統
）
管
理
職
と
、
係
長
、
課
長
代
理
な
ど
の
監
督
職
、
つ
ま
り
通
常
は
部
下
が
い
る
管
理
・
監
督
職
の
系

統
で
あ
る
。
能
力
が
高
ま
り
、
業
績
を
上
げ
、
適
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
ポ
ス
ト
が
あ
れ
ば
、
係
長
↓
課
長
↓
部
長
と
組
織
上
の
地
位

が
上
が
っ
て
い
き
、
仕
事
の
権
限
と
責
任
は
増
加
す
る
。
こ
れ
を
昇
進
と
い
う
。
も
う
一
つ
の
役
職
の
系
統
は
、
管
理
・
監
督
職
と
同
等

に
扱
わ
れ
る
が
、
通
常
は
部
下
の
い
な
い
専
門
職
（
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
）、
専
任
職
（
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）、
ス
タ
ッ
フ
職
な
ど
、
つ
ま
り
専
門

職
の
系
統
で
あ
る
（
9
）

。
こ
の
系
統
に
つ
い
て
も
、
専
門
（
専
任
）
係
長
↓
専
門
（
専
任
）
課
長
↓
専
門
（
専
任
）
部
長
と
昇
進
す
る
。

等
級
制
度
に
は
、
従
業
員
を
等
級
づ
け
る
基
準
の
相
違
に
よ
っ
て
、
①
職
務
等
級
制
度
、
②
役
割
等
級
制
度
、
③
職
能
等
級
制
度
な
ど
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が
あ
る
。
職
務
の
大
き
さ
、
困
難
度
、
重
要
度
な
ど
で
ラ
ン
ク
付
け
る
の
が
職
務
等
級
制
度
、
役
割
の

大
き
さ
、
重
要
度
な
ど
で
ラ
ン
ク
付
け
る
の
が
役
割
等
級
制
度
、
職
務
遂
行
能
力
の
程
度
で
ラ
ン
ク
付

け
る
の
が
職
能
等
級
制
度
（
職
能
資
格
制
度
）
で
、
い
ず
れ
も
五
〜
一
二
段
階
程
度
の
等
級
を
設
定
す

る
。
上
位
の
職
務
や
役
割
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
場
合
や
、
職
務
遂
行
能
力
が
質
的
に
向
上
し
た
場

合
は
、
上
位
等
級
に
昇
級
・
昇
格
し
、
基
本
給
も
ア
ッ
プ
す
る
。

役
職
と
等
級
に
は
一
定
の
対
応
関
係
を
持
た
せ
る
が
、
原
則
的
に
分
離
し
て
運
用
す
る
。
ポ
ス
ト
数

の
関
係
で
役
職
の
昇
進
を
報
酬
と
し
て
提
供
で
き
な
い
場
合
も
、
等
級
の
昇
級
・
昇
格
は
提
供
で
き
る
。

し
か
も
基
本
給
の
金
額
は
主
と
し
て
等
級
で
決
ま
る
企
業
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
等
級
の
ラ
ン
ク
は
一

等
級
、
二
等
級
と
い
っ
た
数
字
で
表
し
た
り
、
主
務
、
主
事
、
主
査
、
参
事
と
い
っ
た
等
級
呼
称
で
表

記
す
る
が
、
企
業
に
よ
っ
て
呼
称
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
同
じ
数
字
や
呼
称
で
も
企
業
に
よ
っ
て
上
下

関
係
は
異
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
従
業
員
の
ス
テ
イ
タ
ス
欲
求
を
満
た
す
こ
と
は
難

し
く
、
い
ま
だ
に
役
職
と
く
に
管
理
・
監
督
職
系
統
の
役
職
に
対
す
る
従
業
員
の
選
好
は
根
強
い
。

⑵　

承
認
・
称
讃

承
認
・
称
讃
に
は
、
上
司
や
同
僚
に
よ
る
個
人
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
象
に
す
る
の
は
企

業
が
実
施
す
る
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
制
度
・
施
策
は
、
褒
賞
（praise

）
制
度
や
報
奨

（rew
ard

）
制
度
、
表
彰
制
度
な
ど
で
あ
る
。
報
奨
金
の
項
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
は
狭
義
の

賃
金
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
な
じ
ま
な
い
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
の
成
果
・
業
績
に
、
何
ら
か
の
形
で

役　職　者

（ライン）管理職、監督職

（管理・監督職と同等の）

　専門職、専任職、スタッフ職

図表 2　役職者と管理・監督職、専門職等の関係
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ネ
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ン
ト
（
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田
部
）

報
い
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、
①
一
時
的
、
非
定
期
的
で
顕
著
な
成
果
・
業
績
、
②
通
常
の
賃
金
制
度
の
枠
組
み
で

は
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
め
ざ
ま
し
い
成
果
・
業
績
、
③
企
業
の
発
展
に
間
接
的
に
貢
献
す
る
間
接
業
績
、
④
企
業
の
将
来
の
発
展
に
寄

与
す
る
ス
ト
ッ
ク
業
績
な
ど
で
あ
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
収
益
に
多
大
に
貢
献
し
た
職
務
発
明
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
著
名
な
あ
る
い
は
公

的
な
賞
の
受
賞
、
善
行
な
ど
企
業
の
社
会
的
評
価
が
上
が
る
よ
う
な
社
会
貢
献
、
そ
れ
に
業
務
改
善
、
業
績
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
提
案
、

新
製
品
開
発
、
新
技
術
開
発
な
ど
で
あ
る
。
社
長
表
彰
、
事
業
部
長
表
彰
な
ど
の
形
を
と
り
、
金
銭
的
報
酬
も
併
せ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
精
神
的
栄
誉
、
評
価
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
た
、
研
究
開
発
者
が
多
大
な
貢
献
を
し

た
場
合
は
、
本
人
の
名
前
を
冠
し
た
研
究
施
設
を
与
え
る
例
も
あ
る
。
そ
こ
ま
で
の
大
き
な
貢
献
で
な
く
て
も
、
一
定
の
成
果
・
業
績
に

対
す
る
褒
賞
や
報
奨
と
し
て
、
有
給
の
特
別
休
暇
を
付
与
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
従
業
員
間
の
個
人
的
な
承
認
・
称
讃
を
企
業
が
制
度
化
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。「
ホ
メ
ー
ル
」「
サ
ン
ク
ス
カ
ー
ド
」「
サ
ン
キ
ュ

ウ
カ
ー
ド
」
な
ど
の
名
称
で
、
従
業
員
が
相
互
に
仲
間
を
ほ
め
、
感
謝
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
行
動
は
、
職
場
を
明
る
く
し

た
、
仕
事
で
困
っ
て
い
る
同
僚
を
助
け
た
な
ど
軽
微
な
も
の
で
も
良
い
。
筆
者
は
仮
に
、
従
業
員
相
互
称
讃
制
度
と
呼
ん
で
い
る
。

⑶　

評
価
制
度

こ
こ
で
い
う
評
価
制
度
は
、
人
事
評
価
制
度
あ
る
い
は
人
事
考
課
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
的
な
人
事
考
課
の
第
一
の
役
割
は
「
人

材
の
育
成
・
開
発
・
活
用
」
で
あ
り
、
考
課
結
果
を
通
じ
て
把
握
し
た
育
成
の
必
要
性
と
方
向
性
を
基
に
、
教
育
訓
練
・
研
修
、
能
力
開

発
・
育
成
に
結
び
付
け
、
育
成
・
開
発
し
た
人
材
を
能
力
と
適
性
に
応
じ
て
配
置
・
異
動
し
、
活
用
す
る
側
面
で
あ
る
。
第
二
の
役
割
は

「
選
別
と
処
遇
へ
の
反
映
」
で
あ
り
、
考
課
結
果
に
よ
っ
て
昇
級
・
昇
格
者
、
役
職
任
用
・
昇
進
者
を
選
別
し
、
昇
給
や
賞
与
を
決
定
す
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る
な
ど
、
賃
金
・
処
遇
へ
反
映
す
る
側
面
で
あ
る
（
10
）

。

ど
の
役
割
・
側
面
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
評
価
の
結
果
を
本
人
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
の
は
総
合
評
価
や
考
課
要
素
ご
と
の
ラ
ン
ク
（
例
え
ば
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
）
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
能
力
の
強

み
と
弱
み
、
育
成
点
と
方
向
性
、
業
務
遂
行
方
法
の
改
善
点
な
ど
で
あ
る
。
上
司
と
部
下
が
考
課
面
談
を
通
じ
て
話
し
合
い
、
短
期
や
中

期
の
人
材
育
成
へ
展
開
す
る
。
後
述
す
る
能
力
開
発
の
機
会
に
つ
な
が
る
こ
と
も
含
め
て
、
評
価
制
度
を
非
金
銭
的
報
酬
と
捉
え
た
。
ま

た
、
選
別
と
処
遇
へ
の
反
映
で
は
、
役
職
昇
進
、
昇
級
・
昇
格
、
賃
金
・
賞
与
に
結
び
つ
く
評
価
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
自
体
が

非
金
銭
的
報
酬
と
い
え
る
。

⑷　

次
の
仕
事

優
れ
た
業
務
遂
行
や
仕
事
で
実
績
、
成
果
を
上
げ
た
従
業
員
に
、
さ
ら
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
を
付
与
す
る
こ
と
を
非
金
銭
的
報
酬

の
一
種
と
捉
え
た
（
11
）

。
そ
う
し
て
次
第
に
昇
進
、
昇
級
・
昇
格
す
れ
ば
金
銭
的
報
酬
も
増
加
す
る
。
た
だ
、
こ
の
報
酬
は
中
小
零
細
企
業
で

は
限
界
が
あ
る
。
次
々
と
難
し
い
仕
事
、
上
位
の
仕
事
を
付
与
す
る
に
は
、
中
小
企
業
の
仕
事
の
括
り
は
大
ま
か
で
、
仕
事
の
種
類
も
大

企
業
の
よ
う
に
は
多
く
な
く
、
組
織
構
造
も
階
層
的
に
薄
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
次
の
仕
事
」
を
上
位
の
難
し
い
仕
事
に
限
定

せ
ず
、
当
人
の
ア
イ
デ
ア
を
採
り
入
れ
た
革
新
的
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
仕
事
を
担
当
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
企
業
規
模

に
は
関
係
な
く
非
金
銭
的
報
酬
に
な
る
。

⑸　

キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会

前
述
し
た
「
次
の
仕
事
」
と
後
述
す
る
能
力
開
発
の
機
会
と
も
関
連
す
る
が
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
も
働
く
こ
と
に
対
す
る

非
金
銭
的
報
酬
で
あ
る
。
部
門
や
職
種
、
職
務
、
勤
務
地
の
選
択
に
お
い
て
、
従
業
員
の
意
思
を
尊
重
し
、
従
業
員
本
人
の
キ
ャ
リ
ア
・

三
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（
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田
部
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ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
っ
た
仕
事
経
験
の
連
鎖
が
実
現
で
き
る
機
会
を
提
供
す
る
。
実
際
に
は
、
上
司
と
部
下
の
キ
ャ
リ
ア
面
談
を
通
じ
て
支
援

す
る
こ
と
に
な
る
。
働
く
こ
と
の
非
金
銭
的
報
酬
と
し
て
、
今
後
は
こ
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑹　

能
力
開
発
の
機
会

能
力
開
発
の
機
会
は
、
前
述
し
た
仕
事
経
験
の
連
鎖
と
教
育
訓
練
、
研
修
な
ど
を
体
系
化
し
た
能
力
開
発
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
能
力
開

発
体
系
は
、
階
層
別
研
修
、
職
能
別
研
修
、
目
的
別
研
修
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
能
力
開
発
の
手
段
と
し
て
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ
、
Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
、

自
己
啓
発
援
助
制
度
が
三
本
柱
で
あ
る
。
教
育
・
研
修
に
は
、
従
業
員
の
主
体
的
、
自
律
的
な
選
択
を
尊
重
す
る
選
択
型
研
修
が
導
入
さ

れ
る
一
方
、
会
社
主
導
型
を
強
化
し
、
育
成
対
象
を
一
部
の
優
秀
者
に
限
定
す
る
選
別
型
の
研
修
も
導
入
さ
れ
て
い
る
。
将
来
の
経
営
層
、

幹
部
層
を
選
抜
し
て
育
成
す
る
後
継
者
育
成
計
画
（
サ
ク
セ
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）
は
そ
の
代
表
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
（
企

業
内
大
学
：
物
理
的
な
施
設
で
は
な
く
機
能
を
指
し
て
い
る
）
を
設
立
し
て
、
育
成
の
場
に
し
て
い
る
先
進
大
手
企
業
が
あ
る
。
能
力
開
発
を

受
け
る
機
会
、
と
く
に
選
別
型
の
研
修
対
象
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
非
金
銭
的
報
酬
と
い
え
る
。

⑺　

雇
用
保
障

安
定
的
な
雇
用
を
保
障
す
る
こ
と
も
非
金
銭
的
報
酬
の
一
つ
で
あ
る
。
よ
く
、
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
し
て
「
終
身
雇
用
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
は
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
の
終
身
雇
用
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
。
存
在
し
た
の
は
雇
用
調

整
シ
ス
テ
ム
を
併
せ
持
つ
長
期
継
続
雇
用
、
長
期
安
定
雇
用
で
あ
り
、
そ
れ
も
制
度
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
労
使
の
意
識
と
慣
行
で

し
か
存
在
し
な
い
（
12
）

。

言
葉
の
問
題
で
い
う
と
、
寿
命
が
延
び
た
今
日
、
六
〇
歳
が
一
般
的
で
あ
る
定
年
後
の
余
生
は
長
く
、
と
て
も
終
身
の
雇
用
と
は
言
え

な
い
。
実
態
面
で
い
う
と
、
そ
の
定
年
ま
で
継
続
し
て
同
一
企
業
で
働
い
て
い
る
の
は
大
企
業
の
男
性
基
幹
労
働
者
で
、
中
小
企
業
に
お
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け
る
離
職
率
は
高
く
、
女
性
が
同
一
企
業
で
定
年
ま
で
働
き
続
け
る
ケ
ー
ス
は
ま
だ
少
な
い
。
大
企
業
の
男
性
労
働
者
に
し
て
も
、
五
〇

歳
前
後
に
な
る
と
定
年
ま
で
そ
の
企
業
に
残
れ
る
従
業
員
と
退
出
す
べ
き
層
が
選
別
さ
れ
、
関
連
会
社
等
へ
出
向
や
転
籍
を
す
る
。
こ
の

長
期
雇
用
慣
行
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
今
日
ま
で
の
約
五
〇
年
間
を
見
て
も
、
不
況
の
度
に

希
望
退
職
の
募
集
や
整
理
解
雇
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。〝
終
身
雇
用
〞
の
対
象
と
な
る
の
は
正
規
社
員
だ
が
、
最
近
は
有
期
契
約
社
員
、

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
登
録
型
派
遣
社
員
な
ど
、
長
期
雇
用
慣
行
の
対
象
外
で
あ
る
非
正
規
社
員
が
平
成
二
三
年
で
35
・
1
％
に
達
し

て
い
る
（
総
務
省
『
労
働
力
調
査
（
詳
細
集
計
│
補
完
推
計
値
）』）。
報
酬
と
し
て
の
雇
用
保
障
の
意
義
は
従
来
に
も
増
し
て
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

四　

賃
金
と
動
機
づ
け

1　

ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
の
二
要
因
理
論

外
的
報
酬
の
金
銭
的
報
酬
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
と
く
に
月
例
賃
金
と
賞
与
を
中
心
に
、
賃
金
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

賃
金
は
第
一
義
的
に
経
営
に
と
っ
て
は
コ
ス
ト
で
あ
り
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
生
活
の
糧
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
に
と
っ
て
労
働
の
対

価
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
経
営
側
か
ら
す
る
と
従
業
員
の
動
機
づ
け
の
材
料
、
誘
因
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）
で
あ
り
、
や
る
気
を
高

め
る
源
泉
で
あ
る
。
一
方
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
自
己
の
職
業
能
力
評
価
の
具
体
的
指
標
で
あ
り
、
働
く
目
的
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
従
業
員
に
働
き
が
い
を
与
え
、
企
業
業
績
を
向
上
さ
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
賃
金
は
動
機
づ
け
の
要
因
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
説
が
あ
る
。
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
の
有
名
な
「
動
機
づ
け
・
衛
生
要
因
理

論
」
あ
る
い
は
「
二
要
因
理
論
」
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
今
日
で
は
理
論
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
界
で
は
依

然
と
し
て
根
強
い
支
持
を
得
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
た
ち
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
職
務
満
足
を
決
定
づ
け
る
要
因
と
し
て
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ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

は
、
①
（
仕
事
の
）
達
成
、
②
（
仕
事
で
の
）
承
認
、
③
仕
事
そ
の
も
の
（
の
魅
力
）、
④
（
仕
事
の
）
責
任
、
⑤
昇
進
な
ど
で
あ
り
、
や
る

気
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
動
機
づ
け
要
因
」
と
名
付
け
た
。
一
方
、
①
会
社
の
政
策
と
経
営
、
②
監
督
技
術
、
③
賃
金
（
邦
訳

で
は
給
与
）、
④
対
人
関
係
、
⑤
作
業
条
件
は
、
そ
れ
ら
が
劣
っ
て
い
れ
ば
職
務
不
満
に
つ
な
が
る
が
、
充
足
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
職

務
満
足
に
は
つ
な
が
ら
な
い
要
因
だ
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
「
衛
生
要
因
」
と
名
付
け
た
（
13
）

。

こ
の
説
の
特
徴
は
、
そ
れ
ま
で
職
務
満
足
と
不
満
足
と
を
連
続
（
職
務
満
足
│
不
満
足
）
す
る
も
の
と
し
て
一
元
的
に
捉
え
て
い
た
の
に

対
し
、
二
元
的
に
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
動
機
づ
け
要
因
を
充
足
す
れ
ば
満
足
す
る
が
、
動
機
づ
け
要
因
が
欠
如
し
た
か
ら
と

い
っ
て
不
満
足
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
一
方
、
衛
生
要
因
が
欠
乏
す
れ
ば
不
満
足
感
が
生
じ
る
が
、
衛
生
要
因
が
満
た
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
動
機
づ
け
要
因
は
満
足
感
に
作
用
し
て
不
満
足
感
に
は
作
用
せ
ず
、

ま
た
、
衛
生
要
因
は
不
満
足
感
に
作
用
し
て
満
足
感
に
は
作
用
し
な
い
。
要
す
る
に
、
満
足
を
も
た
ら
す
要
因
と
不
満
足
を
も
た
ら
す
要

因
は
全
く
別
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
要
因
理
論
と
も
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
動
機
づ
け
要
因
は
遂
行
し
て
い
る
仕
事
と
そ
れ
に
伴
う
成
長
に
関
連
し
た
項
目
で
あ
り
、
衛
生
要
因

は
仕
事
を
遂
行
す
る
上
で
の
環
境
的
要
素
と
い
え
る
の
で
、
性
格
的
に
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
動
機
づ
け
要
因
の
欠
如
は
不
満
足

に
つ
な
が
ら
ず
、
単
に
没
満
足
で
あ
る
（
満
足
で
は
な
い
）
と
い
う
点
に
疑
問
を
感
じ
る
。
企
業
の
実
態
を
み
れ
ば
、
達
成
感
が
得
ら
れ

な
い
仕
事
や
魅
力
の
な
い
仕
事
、
あ
る
い
は
仕
事
で
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
で
転
職
す
る
人
は
多
い
（
14
）

。
や
は
り
、
動
機
づ
け

要
因
の
欠
如
は
不
満
足
感
に
つ
な
が
り
、
ま
た
衛
生
要
因
の
充
実
は
満
足
を
生
じ
る
、
と
考
え
た
方
が
経
験
則
と
実
感
に
合
致
し
、
納
得

性
が
高
い
。
筆
者
は
こ
の
二
元
的
解
釈
に
は
批
判
的
だ
が
、
そ
う
考
え
る
の
は
筆
者
一
人
で
は
な
い
（
15
）

。

三
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2　

動
機
づ
け
要
因
と
し
て
の
賃
金

動
機
づ
け
・
衛
生
要
因
理
論
の
最
大
の
問
題
点
は
、
賃
金
を
衛
生
要
因
と
し
て
、
動
機
づ
け
に
つ
な
が
ら
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。
賃

金
は
低
い
と
不
満
が
出
る
が
、
高
い
か
ら
と
い
っ
て
や
る
気
は
出
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
た
ち
の
研
究
は
、
会
計
士

や
技
術
者
を
対
象
と
し
た
聞
き
取
り
調
査
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
他
の
研
究
者
に
よ
り
も
う
少
し
多
様
な
職
業
従
事
者
を
対
象

に
し
た
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
同
様
な
結
果
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
の
対
象
者
も
、
や
は
り
専
門
職
や
管
理
・
監
督
職
な

ど
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
相
対
的
に
賃
金
が
高
く
、
仕
事
で
自
尊
の
欲
求
を
満
た
し
た
い
、
自
己
実
現
し
た
い
と
望
ん
で
い

る
知
的
・
専
門
的
職
業
人
を
主
な
対
象
層
と
す
る
調
査
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
理
論
の
限
界
が
あ
る
。

考
え
て
み
る
に
、
職
務
遂
行
能
力
の
伸
び
を
反
映
し
て
昇
給
す
る
こ
と
、
業
績
を
上
げ
た
結
果
と
し
て
高
い
賃
金
や
賞
与
を
支
給
さ
れ

る
こ
と
は
動
機
づ
け
と
無
縁
で
は
な
い
。
高
い
賃
金
（
外
的
報
酬
）
は
、
組
織
や
上
司
が
本
人
の
能
力
の
伸
び
や
能
力
の
発
揮
度
を
高
く

評
価
し
た
結
果
で
あ
り
、
賃
金
の
高
さ
（
外
発
的
動
機
づ
け
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
認
め
ら
れ
た
、
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う

満
足
感
（
内
的
報
酬
）
が
動
機
付
け
る
の
で
あ
る
（
内
発
的
動
機
づ
け
）。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
は
動
機
づ
け
要
因
に
も
な
る
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
る
（
16
）

。
た
だ
、
従
業
員
個
々
人
に
よ
っ
て
賃
金
の
持
つ
価
値
に
は
強
弱
が
あ
り
、
動
機
づ
け
要
因
と
し
て
の
優
先
順
位
に
違
い
が

あ
る
。
ま
た
同
一
の
従
業
員
で
も
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
時
期
、
組
織
に
お
け
る
地
位
、
配
属
部
署
（
営
業
部
門
か
否
か
な
ど
）
に
よ
っ
て
賃

金
の
動
機
づ
け
要
因
と
し
て
の
強
さ
、
順
位
は
違
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
の
動
機
づ
け
要
因
も
同
様
だ
が
、
賃
金
が
人
を
動
機
づ

け
る
と
い
っ
て
も
き
わ
め
て
「
相
対
的
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
賃
金
は
仕
事
へ
の
動
機
づ
け
の
要
素
に
は
な
る
が
、
我
々
の
経
験
則
上
、
動
機
づ
け
要
因
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
安
定

で
、
不
満
の
原
因
で
あ
る
「
衛
生
要
因
」
に
い
つ
で
も
変
化
す
る
。
従
業
員
の
や
る
気
に
影
響
す
る
の
は
賃
金
水
準
、
個
人
別
の
収
入
の

三
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七
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

多
寡
と
考
え
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
れ
以
上
に
動
機
づ
け
に
影
響
す
る
の
は
、
賃
金
の
決
め
方
、
仕
組
み
で
あ
る
。
合
理
的
で
納
得
性
が
あ

り
、
し
か
も
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
明
確
で
適
正
な
賃
金
体
系
、
賃
金
制
度
を
設
計
し
、
公
正
か
つ
公
平
に
運

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

動
機
づ
け
・
衛
生
要
因
理
論
は
、
決
し
て
衛
生
要
因
を
軽
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
満
足
に
つ
な
が
る
衛
生
要
因
の
充

実
は
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
例
え
ば
賃
金
だ
け
を
高
く
し
て
も
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
保
て
な
い
と
、
や
り
が
い
の

あ
る
仕
事
な
ど
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
要
因
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仕
事
を
通
じ
た
動
機
づ
け
の
面
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
が
実
務
界
へ
の
貢
献
と
言
え
る
。
た
だ
、
動
機
づ
け
要
因
や
衛
生
要
因
の
項
目
は
、
前
述
し
た
賃
金
の
例
で
み
る
よ
う
に
、
個
人
に

よ
っ
て
も
異
な
り
、
か
つ
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
同
理
論
に
関
し
て
は
、
研
究
の
方
法
論
、
調
査
結
果
の
解
釈
の

仕
方
な
ど
学
術
的
に
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
17
）

。

五　

報
酬
と
内
発
的
動
機
づ
け

1　

内
的
報
酬
と
外
的
報
酬

内
的
報
酬
の
内
容
・
要
素
は
、
図
表
1
の
よ
う
に
①
仕
事
の
達
成
感
、
②
仕
事
の
充
実
感
、
③
仕
事
を
通
じ
た
成
長
感
、
④
有
能
感
、

⑤
自
己
効
力
感
、
⑥
仕
事
の
自
己
決
定
感
、
⑦
仕
事
自
体
の
有
意
味
感
、
⑧
仕
事
自
体
へ
の
興
味
、
⑨
仕
事
自
体
の
お
も
し
ろ
さ
な
ど
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
、
職
務
遂
行
の
過
程
や
結
果
か
ら
、
個
人
の
内
面
で
主
観
的
に
生
じ
る
感
覚
、
あ
る
い
は
認
知
で
あ
る
。
仕
事
自
体
の

有
意
味
感
や
興
味
、
お
も
し
ろ
さ
な
ど
は
純
粋
に
仕
事
と
そ
の
遂
行
過
程
、
そ
れ
に
結
果
そ
の
も
の
か
ら
感
じ
る
場
合
も
あ
る
が
、
外
的

報
酬
が
内
的
報
酬
に
作
用
す
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。

三
四
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動
機
づ
け
研
究
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
内
的
報
酬
に
基
づ
く
内
発
的
動
機
づ
け
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
外
的
報
酬
、
な
か

で
も
金
銭
的
報
酬
に
基
づ
く
動
機
づ
け
は
不
安
定
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
持
続
期
間
も
長
く
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
担
当
し
て
い

る
仕
事
自
体
の
有
意
味
感
や
興
味
、
仕
事
を
通
じ
て
得
た
有
能
感
や
成
長
感
は
、
自
ら
進
ん
で
仕
事
を
遂
行
す
る
と
い
う
面
で
、
比
較
的

安
定
し
た
動
機
づ
け
に
な
る
蓋
然
性
は
高
い
。
し
か
し
、
組
織
（
企
業
）
で
仕
事
を
遂
行
す
る
場
合
の
動
機
づ
け
は
、
外
的
報
酬
に
基
づ

く
外
発
的
動
機
づ
け
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
実
際
に
も
、
当
初
は
外
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
行
動
が
、
次
第
に
内
発
的
に

動
機
づ
け
ら
れ
る
行
動
に
変
化
す
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
外
的
報
酬
が
内
的
報
酬
に
転
化
し
た
り
、
内
的
報
酬
を
招
来
す
る
こ
と
が
あ
る
の

だ
。
企
業
内
で
従
業
員
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
制
度
・
施
策
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
の
双
方
に
動

機
づ
け
ら
れ
て
働
く
の
で
あ
る
。
働
く
環
境
や
状
況
、
そ
れ
に
個
人
の
心
理
状
態
に
よ
っ
て
従
業
員
が
準
拠
す
る
報
酬
と
そ
の
ウ
エ
イ
ト

は
常
に
変
化
す
る
し
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
は
相
互
作
用
す
る
。
動
機
づ
け
は
複
合
的
で
あ
り
（
18
）

、
か
つ
流
動
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
方

が
実
態
に
合
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
従
業
員
の
職
務
行
動
は
、
主
体
的
か
つ
自
律
的
で
あ
り
、
積
極
的
で
あ
り
前
向
き
で
あ

る
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
企
業
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
職
務
遂
行
の
形
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
た
だ
、
内
的
報
酬

は
既
述
の
よ
う
に
個
人
の
主
観
に
依
存
し
て
い
て
、
そ
の
有
無
と
強
弱
を
客
観
的
に
把
握
で
き
な
い
。
そ
こ
で
企
業
と
し
て
は
、
外
的
報

酬
の
源
泉
で
あ
る
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
の
設
計
と
運
用
を
通
じ
て
、
従
業
員
が
内
的
報
酬
を
得
や
す
い
仕
組
み
を
作
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
次
ぎ
に
は
、
外
的
報
酬
と
く
に
そ
の
源
泉
で
あ
る
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
の
視
点
か
ら
、
内
的
報
酬
に
も
転
化
可
能
な
方
法
を
検

討
す
る
。
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2　

外
的
報
酬
が
内
発
的
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
条
件

こ
こ
で
は
、
図
表
1
の
枠
組
み
の
う
ち
、
制
度
的
な
外
的
報
酬
と
仕
事
を
対
象
に
す
る
。
制
度
的
報
酬
と
し
て
は
、
金
銭
的
報
酬
（
賃

金
、
付
加
的
給
付
）、
そ
れ
に
非
金
銭
的
報
酬
の
う
ち
組
織
上
の
地
位
・
ス
テ
イ
タ
ス
（
昇
進
・
昇
格
）、
承
認
・
称
讃
、
評
価
制
度
が
挙
げ

ら
れ
る
。「
次
の
仕
事
」
に
つ
い
て
は
、
次
を
条
件
と
し
な
い
仕
事
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
ご
と
で
は
な
く
、

共
通
す
る
条
件
・
要
件
を
ま
と
め
て
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
的
報
酬
か
ら
内
的
報
酬
へ
の
転
換
・
移
行
あ
る
い
は
内
的
報
酬
の
醸
成
を

期
待
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
外
的
報
酬
で
あ
っ
て
も
ま
ず
は
制
度
を
ク
リ
ア
に
設
計
し
て
、
オ
ー
プ
ン
に
運
用
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
具
体
的
な
条
件
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
月
例
賃
金
と
昇
進
・
昇
格
（
昇
級
）
を
代
表
さ
せ
た
。

①
各
制
度
の
理
念
や
ポ
リ
シ
ー
の
明
確
化
と
従
業
員
へ
の
開
示
、
オ
ー
プ
ン
化
。

②
制
度
の
設
計
と
仕
組
み
の
開
示
、
オ
ー
プ
ン
化
。
制
度
の
説
明
会
の
開
催
、
説
明
用
冊
子
の
作
成
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
で
の
公
開
な
ど

に
よ
る
従
業
員
の
制
度
理
解
の
徹
底
。

③
賃
金
決
定
要
素
・
基
準
、
役
職
基
準
（
役
割
基
準
と
人
材
要
件
）、
等
級
基
準
な
ど
の
明
確
化
と
開
示
。
前
述
し
た
賃
金
の
決
定
要
素
の

ど
れ
を
基
準
に
賃
金
を
決
定
す
る
の
か
、
等
級
基
準
の
要
素
は
職
務
か
、
役
割
か
、
職
務
遂
行
能
力
か
な
ど
。

④
賃
金
の
決
定
方
法
（
昇
給
の
仕
組
み
）、
昇
進
要
件
、
昇
格
要
件
の
明
確
化
と
開
示
。

⑤
具
体
的
な
昇
給
方
法
、
昇
進
手
続
き
、
昇
格
手
続
き
の
開
示
。

⑥
結
果
の
開
示
と
て
い
ね
い
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
。

な
お
、
評
価
制
度
は
他
の
制
度
（
賃
金
、
昇
進
・
昇
格
な
ど
）
の
運
用
に
あ
た
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。「
四
│
2
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、

外
的
報
酬
が
評
価
の
認
知
を
媒
介
と
し
て
内
的
報
酬
に
な
り
、
内
発
的
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
価
制
度

三
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に
関
し
て
は
制
度
、
仕
組
み
の
事
前
開
示
と
と
も
に
、
評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
特
に
重
視
さ
れ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

面
談
の
場
は
、「
三
│
2
│
⑶
」
で
説
明
し
た
と
お
り
単
に
評
価
ラ
ン
ク
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
上
司
と
部
下
が
結
果
の
原
因
を
探
求

し
、
業
務
遂
行
方
法
の
改
善
や
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
、
当
面
の
能
力
開
発
プ
ラ
ン
な
ど
を
話
し
合
う
場
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
開
発
・

形
成
の
機
会
や
能
力
開
発
の
機
会
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
に
制
度
を
適
正
に
設
計
し
、
従
業
員
に
オ
ー
プ
ン
に
し
、
従
業
員
に
仕
組
み
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
結
果
を
確
実
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、
能
力
開
発
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
単
に
外
的
報
酬
で
は
な
く
次
第
に
内
的

報
酬
、
そ
し
て
内
発
的
動
機
づ
け
に
転
化
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
招
来
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

仕
事
そ
の
も
の
を
通
じ
た
動
機
づ
け
に
関
し
て
は
別
稿
で
述
べ
た
の
で
（
19
）

、
こ
こ
で
は
要
約
的
に
示
す
。
①
業
務
活
動
の
意
思
決
定
へ
の

参
加
・
参
画
、
②
配
置
や
働
き
方
に
お
け
る
本
人
の
意
思
尊
重
、
③
挑
戦
的
で
意
義
あ
る
仕
事
の
付
与
、
④
完
結
し
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の

仕
事
の
付
与
、
⑤
権
限
の
移
譲
・
付
与
、
⑥
広
範
な
裁
量
権
と
自
律
的
業
務
遂
行
、
⑦
目
標
の
自
己
設
定
と
自
己
評
価
、
⑧
能
力
の
開
発

と
活
用
の
機
会
、
⑨
成
長
の
実
感
で
き
る
仕
事
、
⑩
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
、
⑪
仕
事
の
結
果
や
能
力
・
適
性
の
現
状
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
、
⑫
公
正
・
公
平
な
処
遇
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
事
を
付
与
し
、
仕
事
の
遂
行
方
法
の
裁
量
性
と
自
律
性
を
高
め
る
こ

と
で
、
外
的
報
酬
が
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
。

3　

賃
金
と
内
発
的
動
機
づ
け

動
機
づ
け
理
論
の
一
つ
に
、
内
的
報
酬
に
基
づ
く
内
発
的
動
機
づ
け
を
重
視
す
る
立
場
が
あ
る
。
デ
シ
（D

eci, E
. L
.

）
が
代
表
的
提

唱
者
と
な
っ
て
い
る
「
内
発
的
動
機
づ
け
理
論
」
で
あ
る
。
デ
シ
は
、
内
発
的
動
機
づ
け
に
は
有
能
さ
と
自
己
決
定
（
自
律
性
）
へ
の
欲

三
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シ
ス
テ
ム
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酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

求
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
人
は
自
己
の
有
能
感
や
仕
事
の
自
己
決
定
感
が
得
ら
れ
る
場
合
に
、
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
行
動
を

と
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
せ
っ
か
く
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
て
も
、
外
的
報
酬
と
く
に
金
銭
を
与
え
る

と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
減
す
る
、
と
実
験
室
実
験
の
結
果
か
ら
主
張
す
る
。
こ
れ
を
ア
ン
ダ
ー
マ
イ
ニ
ン
グ
現
象
（
効
果
）
と
い
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
賃
金
を
与
え
な
い
方
が
良
く
働
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
否
定
す
る
。
職
務
に
就
か
せ
る

た
め
に
賃
金
を
用
い
る
こ
と
と
、
効
果
的
に
仕
事
を
す
る
誘
因
と
し
て
賃
金
を
使
用
す
る
こ
と
は
異
な
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
、
外
的
報
酬
に
は
自
己
決
定
感
を
低
下
さ
せ
る
「
統
制
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
的
側
面
」
と
、
有
能
感
や
自
己
決
定
感
を
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
す
る
「
情
報
的
側
面
」
が
あ
る
と
理
論
付
け
る
。
外
的
報
酬
が
統
制
的
で
あ
れ
ば
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
低
下
す
る
が
、
肯
定
的

な
情
報
的
側
面
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
ま
る
こ
と
に
な
る
（
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
現
象
）。
外
的
報

酬
の
う
ち
金
銭
の
場
合
は
統
制
的
側
面
が
強
く
働
き
や
す
く
、
と
く
に
成
果
・
業
績
に
応
じ
て
変
化
す
る
賃
金
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低

下
す
る
と
い
う
（
20
）

。
デ
シ
と
そ
の
共
同
研
究
者
た
ち
の
理
論
は
、
例
え
ば
、
自
律
性
（
自
己
決
定
）
や
有
能
感
に
加
え
て
関
係
性
の
概
念
を

導
入
す
る
な
ど
、
そ
の
後
の
研
究
で
発
展
し
変
化
し
て
い
る
（
21
）

。
し
か
し
、
動
機
づ
け
に
関
し
て
金
銭
的
報
酬
を
否
定
的
に
捉
え
る
論
者

は
、
右
の
よ
う
な
初
期
の
研
究
を
引
き
合
い
に
出
す
。

こ
の
理
論
で
第
一
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
ア
ン
ダ
ー
マ
イ
ニ
ン
グ
現
象
（
効
果
）
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
実
験
室
に
お
け
る
パ
ズ
ル

を
使
っ
た
研
究
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
は
生
活
の
た
め
に
雇
用
労
働
者
と
な
っ
て
賃
金
を
得
る
た
め
に
働
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
遊
び
と
職
業
生
活
に
お
け
る
報
酬
の
意
味
は
全
く
異
な
る
。
賃
金
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
な
ら
、
実
験
室

に
お
け
る
パ
ズ
ル
遊
び
で
な
く
、
生
き
る
た
め
に
働
い
て
い
る
労
働
者
を
対
象
に
調
査
、
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
（
22
）

。
次
ぎ
に
こ
の
理
論
で

問
題
と
な
る
の
は
、
当
該
実
験
で
は
パ
ズ
ル
を
解
く
の
を
楽
し
ん
で
い
た
被
験
者
に
金
銭
的
報
酬
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

三
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が
低
下
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
の
雇
用
労
働
者
は
、
ど
れ
だ
け
の
人
数
が
仕
事
を
楽
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
希
望
す
る

や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
従
事
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
人
た
ち
で
も
仕
事
の
中
で
や
り
が
い
、
達

成
感
、
有
能
感
を
感
じ
る
と
き
は
あ
る
が
、
常
に
感
じ
る
も
の
で
は
な
い
し
長
期
的
に
持
続
す
る
こ
と
は
少
な
い
。

デ
シ
た
ち
の
理
論
は
、
賃
金
を
動
機
づ
け
の
手
段
と
し
て
は
否
定
的
に
捉
え
る
点
で
、「
四
」
で
筆
者
が
批
判
し
た
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
の

二
要
因
理
論
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
筆
者
は
、
賃
金
は
必
ず
し
も
内
発
的
動
機
づ
け
を
低
減
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と

主
張
す
る
。
実
際
、
ア
ン
ダ
ー
マ
イ
ニ
ン
グ
効
果
を
否
定
す
る
研
究
も
少
な
く
な
い
と
い
う
（
23
）

。
賃
金
制
度
の
設
計
内
容
と
運
用
方
法
、
仕

組
み
の
開
示
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
従
業
員
が
仕
事
へ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
い
る
程
度
に
よ
っ
て
、
内
発
的

な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
ま
る
こ
と
も
低
下
す
る
こ
と
も
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

六　

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

1　

こ
れ
ま
で
の
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
変
化

こ
れ
ま
で
の
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
終
身
雇
用
や
年
功
制
な
ど
の
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
具

体
的
な
雇
用
制
度
、
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
、
雇
用
・
処
遇
の
運
用
ル
ー
ル
か
ら
把
握
す
る
と
、
次
の
①
〜
⑦
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
的
雇
用
・
処
遇
制
度
の
特
徴
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
が
、
大
企
業
に
典
型
的
で
、
中
堅
企
業
に
も

か
な
り
の
程
度
該
当
す
る
も
の
の
、
中
小
・
零
細
企
業
に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
適
用

さ
れ
る
の
は
正
規
社
員
で
あ
り
、
非
正
規
社
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
以
下
、
各
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
ご
と
に
、
簡
単
な
説
明
と
変
化
の
ポ
イ

ン
ト
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
（
24
）

。

三
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（
七
四
三
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

①
新
卒
・
定
期
・
一
括
採
用

採
用
の
対
象
が
新
規
学
卒
者
主
体
で
あ
り
、
定
期
的
と
く
に
春
季
に
、
職
種
を
限
定
せ
ず
社
員
と
し
て
一
括
採
用
す
る
。
こ
れ
以
外
の

方
法
で
採
用
さ
れ
た
中
途
採
用
者
は
、
人
事
処
遇
、
賃
金
な
ど
で
新
卒
者
に
比
べ
て
長
期
的
に
劣
位
に
お
か
れ
る
。

い
ま
で
も
新
卒
・
定
期
・
一
括
採
用
が
主
流
だ
が
、
最
近
は
大
企
業
で
も
キ
ャ
リ
ア
採
用
と
称
す
る
即
戦
力
の
中
途
採
用
を
実
施
す
る

こ
と
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
し
、
第
二
新
卒
、
秋
季
定
期
採
用
、
通
年
・
随
時
採
用
、
職
種
別
採
用
な
ど
の
形
態
が
増
加
し
て
い
る
。

②
異
動
（
配
置
転
換
）、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

企
業
主
導
に
よ
り
、
数
年
単
位
で
部
署
、
職
種
を
定
期
的
に
異
動
さ
せ
、
従
業
員
の
適
性
・
能
力
と
仕
事
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
つ
ま
り
適

材
適
所
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
人
材
活
用
だ
け
で
な
く
、
組
織
活
性
化
、
そ
れ
に
多
様
な
部
署
、
職
種
、
職
務
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
る
人
材
育
成
も
目
的
で
あ
る
。

異
動
、
配
置
の
運
用
で
、
会
社
主
導
一
辺
倒
で
な
く
、
従
業
員
の
意
向
を
尊
重
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
自
己
申
告
制

度
、
社
内
人
材
公
募
制
度
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
な
ど
の
導
入
で
あ
る
。

③
継
続
的
人
材
育
成

異
動
、
配
置
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
方
法
も
含
め
、
企
業
が
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
継
続
的
に
人
材
を
育
成
す
る
。
能
力
開
発
主

義
の
理
念
の
下
に
、
教
育
訓
練
・
研
修
体
系
、
能
力
開
発
体
系
を
整
備
し
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
限
定
せ
ず
従
業
員
全
体
の
能
力
向
上
に

力
を
入
れ
る
。

人
材
育
成
で
は
、
従
業
員
の
自
主
性
、
主
体
性
に
重
き
を
置
い
た
選
択
型
研
修
が
拡
大
さ
れ
る
一
方
で
、
将
来
の
経
営
層
を
育
成
す
る

サ
ク
セ
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
な
ど
の
選
抜
型
研
修
を
導
入
す
る
企
業
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
「
三
│
2
│
⑹
」
で
既
に
ふ
れ
た
。

三
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④
内
部
昇
進
制

役
職
昇
進
者
の
決
定
や
昇
進
の
運
用
に
際
し
て
、
企
業
内
部
の
生
え
抜
き
人
材
を
中
心
に
登
用
す
る
。
従
業
員
側
か
ら
み
る
と
、
同
一

企
業
で
継
続
勤
務
す
れ
ば
、
企
業
内
で
役
職
の
階
梯
を
順
次
上
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

今
日
で
も
大
企
業
で
は
内
部
昇
進
が
メ
イ
ン
で
あ
る
が
、
中
途
採
用
が
珍
し
く
な
く
な
り
、
転
職
労
働
市
場
が
拡
大
し
て
く
れ
ば
、
外

部
人
材
を
役
職
者
や
幹
部
社
員
に
登
用
す
る
例
が
増
え
て
く
る
。

⑤
定
期
昇
給
制
度

定
期
昇
給
（
定
昇
）
は
、
賃
金
制
度
に
基
づ
き
、
毎
年
一
定
の
時
期
（
通
常
は
春
季
）
に
昇
給
を
実
施
す
る
制
度
的
昇
給
を
い
う
。
自
動

昇
給
よ
り
は
査
定
昇
給
部
分
の
割
合
が
高
い
。
企
業
は
人
件
費
を
計
画
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
、
従
業
員
は
仕
事
や
能
力
の
向
上
、
生

計
費
の
増
加
に
応
じ
て
賃
金
が
増
え
る
の
で
、
生
涯
生
活
設
計
が
立
て
や
す
く
生
活
の
安
定
に
つ
な
が
る
。

総
額
人
件
費
が
定
期
的
に
増
額
す
る
定
期
昇
給
制
度
は
、
今
日
の
経
済
、
経
営
環
境
で
は
企
業
の
負
担
に
な
る
。
そ
こ
で
、
賃
金
体
系

を
改
定
し
て
定
昇
額
・
率
を
抑
制
す
る
企
業
や
、
定
昇
を
廃
止
す
る
企
業
が
増
え
た
。
賃
金
水
準
が
相
対
的
に
高
い
管
理
・
専
門
職
層
に

限
定
し
て
定
昇
を
廃
止
し
、
育
成
・
成
長
過
程
に
あ
る
非
管
理
職
層
に
は
依
然
と
し
て
定
昇
を
存
続
さ
せ
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。

⑥
福
利
厚
生
制
度

福
利
厚
生
は
副
次
的
労
働
条
件
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
法
定
福
利
で
は
な
く
法
定
外
福
利
が
焦
点
に
な
る
。
大
企
業
で
は
衣
・
食
・
住
か

ら
健
康
維
持
、
レ
ク
、
融
資
ま
で
実
に
広
範
囲
で
多
様
な
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
生
活
の
援
助
に
よ
る
経
済
的
安
定
と
安
心
感
に
よ

り
、
従
業
員
の
や
る
気
と
企
業
帰
属
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

法
定
福
利
費
が
増
額
傾
向
に
あ
る
の
に
反
比
例
し
て
、
法
定
外
複
利
厚
生
費
は
減
額
傾
向
に
あ
る
（
25
）

。
コ
ス
ト
の
面
も
あ
る
が
、
豊
か
な

三
五
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時
代
に
こ
れ
ま
で
の
様
な
多
岐
に
わ
た
る
福
利
厚
生
施
策
を
提
供
す
る
必
要
性
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
制
度
自
体
の
意
義
を
見
直
す
一
つ
の

動
き
が
、
選
択
型
福
利
厚
生
で
あ
る
前
述
し
た
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
導
入
で
あ
る
。

⑦
一
律
定
年
制

現
在
は
六
〇
歳
が
一
般
的
な
一
律
定
年
制
は
、
従
業
員
に
対
し
て
定
年
ま
で
の
雇
用
の
安
定
感
を
与
え
る
と
と
も
に
、
企
業
に
と
っ
て

は
一
定
年
齢
で
一
律
に
雇
用
関
係
を
終
了
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
全
員
が
定
年
ま
で
在
籍
す
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
「
三
│
2
│
⑺
」
で
述
べ
た
。

今
日
で
は
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
（
26
）

で
定
年
前
に
退
職
す
る
一
方
、
再
雇
用
制
度
や
勤
務
延
長
制
度
で
定
年
後
も
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る

従
業
員
が
い
る
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
で
、
一
律
定
年
制
は
維
持
し
な
が
ら
、
定
年
以
降
も
希
望
者
を
継
続
雇
用
す
る
企
業
が

一
般
的
に
な
ろ
う
（
27
）

。

以
上
に
説
明
し
た
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
長
期
継
続
雇
用
慣
行
を
前
提
に
成
立
し
て
い
る
。
新
卒
中
心
に
採
用

し
て
、
異
動
や
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
継
続
的
に
職
業
能
力
の
開
発
を
行
い
、
そ
う
し
て
育
成
し
た
生
え
抜
き
社
員
を
長
い
競
争

の
中
で
昇
進
さ
せ
て
い
く
。
定
期
昇
給
制
度
に
よ
っ
て
賃
金
は
毎
年
少
し
ず
つ
だ
が
確
実
に
増
額
し
、
手
厚
い
福
利
厚
生
制
度
と
相
ま
っ

て
生
活
は
安
定
し
、
企
業
帰
属
意
識
と
モ
ラ
ー
ル
が
高
ま
る
。
定
年
ま
で
の
雇
用
は
一
応
保
障
す
る
が
、
そ
の
見
返
り
に
企
業
は
柔
軟
で

広
範
な
人
事
権
を
確
得
し
て
人
材
を
有
効
に
活
用
し
、
定
年
年
齢
に
な
る
と
雇
用
関
係
は
自
動
的
に
終
了
す
る
。
安
定
し
た
雇
用
と
処
遇

と
賃
金
の
下
で
、
従
業
員
は
安
心
し
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
職
業
人
生
を
送
り
、
企
業
も
従
業
員
の
全
人
格
的
な
貢
献
を
享
受
で
き
る
。

つ
ま
り
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
長
期
雇
用
慣
行
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
規
定
関
係
、
相
補

三
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関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
併
せ
て
変
化
の
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ
た
が
、
そ
の
方
向
性
は
従
業
員
意
思
の
尊
重
、
従
業

員
の
選
択
肢
の
拡
大
つ
ま
り
「
自
律
性
」
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
自
己
責
任
領
域
の
拡
大
、「
自
己
責
任
化
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
多
様

化
」「
複
線
化
」「
雇
用
の
柔
軟
化
」「
成
果
主
義
へ
の
傾
斜
」
も
ト
レ
ン
ド
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
変
化
の
ポ
イ
ン

ト
あ
る
い
は
変
化
の
方
向
性
に
沿
っ
て
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
、
人
事
・
処
遇
制
度
が
す
べ
て
転
換
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

こ
れ
ま
で
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
中
期
的
変
化
の
過
渡
期
に
あ
り
、
今
後
と
も
方
向

性
、
ト
レ
ン
ド
が
さ
ら
に
変
化
す
る
可
能
性
は
大
で
あ
る
。

2　

こ
れ
か
ら
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
、
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方

こ
こ
で
は
、
変
化
の
過
渡
期
に
あ
る
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
、
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
の
設
計
で
は
な
く
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
念
を
提
示
す
る
。

ま
ず
基
本
に
な
る
の
は
、
企
業
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
と
、
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
・
価
値
観
の
多
様
化
に
対
応
す
る
「
複
線
型
報
酬
シ
ス
テ

ム
」
で
あ
る
。
賃
金
制
度
の
複
線
化
、
社
員
等
級
制
度
の
複
線
化
、
役
職
制
度
の
複
線
化
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
従
業
員
個
々
の
意
思

を
尊
重
し
、
価
値
観
や
キ
ャ
リ
ア
志
向
の
多
様
化
に
対
応
で
き
る
選
択
肢
を
提
供
す
る
た
め
に
も
、
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
複
線
化
は
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。

報
酬
シ
ス
テ
ム
の
複
線
化
、
多
様
化
は
、
賃
金
、
付
加
的
給
付
、
役
職
コ
ー
ス
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
、
能
力
開
発
、
雇
用
保
障
な

ど
で
従
業
員
の
選
択
肢
の
幅
が
広
が
る
「
選
択
型
報
酬
シ
ス
テ
ム
」
と
い
え
る
が
、
企
業
主
導
に
よ
る
「
選
別
型
報
酬
シ
ス
テ
ム
」
の
面

三
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を
強
め
た
運
用
も
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
。
従
業
員
意
思
を
尊
重
し
た
選
択
型
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
は
ま
た
、

「
参
加
・
参
画
型
報
酬
シ
ス
テ
ム
」
で
も
あ
る
。
仕
事
の
配
分
、
配
置
・
異
動
、
能
力
開
発
、
評
価
制
度
な
ど
で
シ
ス
テ
ム
設
計
へ
の
参

加
・
参
画
と
、
シ
ス
テ
ム
運
用
に
お
け
る
参
加
・
参
画
が
進
ん
で
い
る
。
選
択
型
や
参
加
・
参
画
型
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
は
、
従
業
員
の
自

律
を
求
め
、
ま
た
自
己
責
任
領
域
も
拡
大
す
る
。
た
だ
し
、
従
業
員
の
自
律
や
自
己
責
任
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
企
業
が
積
極

的
に
支
援
す
る
「
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
（
28
）

」
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
福
利
厚
生
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
、
能

力
開
発
の
機
会
で
と
く
に
顕
著
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
複
線
型
」「
選
択
・
選
別
型
」「
参
加
・
参
画
型
」「
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
」
が
こ
れ
か
ら
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
の

方
向
性
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
た
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
円
滑
に
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
す
る
た
め
に
必
要
な
の
が
、
人
材
育
成
、
能
力
開
発
、
能
力
活
用
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
へ
の
展
開
を
重
視
す
る
「
育
成
・
開

発
・
活
用
型
」
の
人
事
考
課
（
人
事
評
価
）
制
度
と
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
に
な
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
も
含
め
て
肝

要
な
の
は
、
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
理
念
と
基
準
を
明
確
に
し
た
ク
リ
ア
な
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
設
計
し
て
、
オ
ー
プ
ン
な
運

営
で
納
得
性
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。

企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
設
計
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
原
則
は
、「
職
務
・
能
力
主
義
＋
成
果
・
業
績
主
義
」

に
お
く
。
担
当
す
る
仕
事
（
職
務
、
役
割
）
と
そ
の
仕
事
が
で
き
る
能
力
を
基
準
に
す
る
職
務
・
能
力
主
義
を
ベ
ー
ス
に
、
仕
事
の
成
果
、

業
績
を
基
準
に
す
る
成
果
・
業
績
主
義
も
組
み
合
わ
せ
た
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
（H

ybrid

＝
複
合
）
型
の
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
の
で
あ
る
（
29
）

。
こ
の
場
合
、
能
力
、
仕
事
、
業
績
な
ど
の
人
事
・
処
遇
要
素
の
ど
れ
を
選
択
し
、
ど
う
組
み
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
エ

イ
ト
を
ど
う
す
る
か
、
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
取
る
か
、
と
い
う
配
分
ミ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
企
業
な
り
の
ポ
リ
シ
ー
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
五
五
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む
す
び

本
稿
で
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
・
施
策
を
媒
体
と
す
る
報
酬
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
論
じ
た
。
ま
ず
、
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム

を
広
く
捉
え
た
上
で
、
外
的
報
酬
と
し
て
の
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報
酬
に
関
し
て
検
討
し
た
。
次
い
で
、
内
的
報
酬
と
外
的
報
酬
、

外
的
報
酬
と
内
発
的
動
機
づ
け
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
併
せ
て
、
賃
金
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
な
二
つ
の
学
説

（
理
論
）
を
批
判
し
て
い
る
。
最
後
に
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
変
化
の
実
態
を
概
観
し
、
こ
れ
か
ら
の
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方

に
つ
い
て
概
略
を
提
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
は
か
つ
て
、
賃
金
や
労
働
時
間
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
な
ど
の
諸
施
策
に
よ
る
動
機
づ

け
を
「
尻
を
蹴
飛
ば
す
」
方
法
＝
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
（K

ick in the pants

）
だ
と
否
定
し
た
。
つ
ま
り
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
は
彼
の
い
う
衛
生
要
因
に
し
か

過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
垂
直
的
職
務
負
荷
で
あ
る
職
務
充
実
こ
そ
動
機
づ
け
の
促
進
要
因
だ
と
い
う
（
30
）

。
し
か
し
こ
れ

は
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
米
国
に
お
け
る
人
事
管
理
の
諸
制
度
を
前
提
に
し
た
批
判
で
あ
る
。
企
業
目
的
の
達
成
と
い
う
組
織
ニ
ー
ズ

と
併
せ
て
、
従
業
員
の
欲
求
充
足
と
い
う
個
人
ニ
ー
ズ
へ
の
同
時
的
対
応
が
、
絶
対
的
な
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
今
日
の
人
材
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
に
は
、
当
然
な
が
ら
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
と
は
異
な
る
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
筆
者
自
身
も
本
稿

「
五
│
2
」
や
別
稿
で
は
、
職
務
充
実
的
な
視
点
を
組
み
込
み
な
が
ら
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策
＝
報
酬
を
検
討

し
て
い
る
が
（
31
）

、
動
機
づ
け
の
方
法
を
職
務
充
実
だ
け
に
限
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
職
務
充
実
だ
け
で
な
く
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

お
け
る
報
酬
（
制
度
・
施
策
）
は
そ
れ
ぞ
れ
が
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
し
、
つ
な
が
る
よ
う
に
設
計
、
運
用
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
理
論
的
な
整
理
を
本
稿
で
は
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。

三
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た
だ
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
・
施
策
と
し
て
の
外
的
報
酬
が
内
的
報
酬
に
転
化
し
、
あ
る
い
は
内
的
報
酬
を
招
来
し
て
内
発
的

動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
期
待
を
述
べ
た
側
面
が
強
く
、
納
得
的
な
理
論
づ
け
、
説
得
的
な
展
開
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
制
度
的
な
報
酬
を
中
心
に
論
じ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
司
と
部
下
、
同
僚
間
、
職
場
、
組
織
の
人
間
関
係
も
報
酬
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
て
お
く

こ
と
に
す
る
。

（
1
） 

谷
田
部
光
一
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
」（『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
。

（
2
） 

本
段
落
に
お
け
る
働
き
や
す
さ
と
働
き
が
い
を
構
成
す
る
各
概
念
に
関
し
て
は
、
同
上
論
文
参
照
。

（
3
） 

同
旨
、
小
野
公
一
『
働
く
人
々
のw
ell-being

と
人
的
資
源
管
理
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
二
〇
頁
。

（
4
） 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｌ
・
デ
シ
、
安
藤
延
男
・
石
田
梅
男
訳
『
内
発
的
動
機
づ
け
│
実
験
社
会
心
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
誠
信
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、

同
・
石
田
梅
男
訳
『
自
己
決
定
の
心
理
学
│
内
発
的
動
機
づ
け
の
鍵
概
念
を
め
ぐ
っ
て
』（
誠
信
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｌ
・
デ
シ

／
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ス
ト
、
桜
井
茂
男
監
訳
『
人
を
伸
ば
す
力　

内
発
と
自
律
の
す
す
め
』（
新
曜
社
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
5
） 

谷
田
部
・
前
掲
論
文
、
一
五
頁
│
一
六
頁
。

（
6
） 

「
役
割
」
は
必
ず
し
も
確
立
し
た
概
念
で
は
な
く
、
企
業
実
務
上
で
は
い
ま
だ
に
多
様
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
は
、「
①
役
割

と
は
成
果
責
任
と
の
関
連
で
み
た
組
織
上
の
役
割
分
担
あ
る
い
は
機
能
で
あ
り
、
企
業
に
対
す
る
業
績
貢
献
の
態
様
で
あ
る
。
②
そ
の
範
囲
は
実
際

の
担
当
者
に
よ
っ
て
も
変
動
す
る
緩
や
か
な
職
務
概
念
で
あ
る
。」
と
定
義
付
け
て
い
る
。

（
7
） 

賞
与
の
役
割
、
機
能
等
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
改
訂
版　

成
果
・
業
績
賃
金
の
実
務
』（
経
営
書
院
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

　
　

な
お
、
平
成
二
四
年
人
事
院
勧
告
の
参
考
資
料
で
あ
る
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
三
年
冬
季
賞
与
は
、
係
員
で
一
律
定
率

（
額
）
分
56
・
3
％
、
考
課
査
定
分
43
・
7
％
、
課
長
級
が
一
律
定
率
（
額
）
分
51
・
1
％
、
考
課
査
定
分
48
・
9
％
、
非
役
員
の
部
長
級
は
一
律
定
率

三
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七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
七
五
〇
）

（
額
）
分
50
・
1
％
、
考
課
査
定
分
49
・
9
％
と
い
う
配
分
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
一
律
部
分
が
五
割
を
超
え
て
い
る
。

（
8
） 

退
職
金
制
度
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
の
設
計
と
運
用
』（
経
営
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
9
） 
専
門
職
制
度
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『〔
改
訂
新
版
〕
専
門
職
制
度
の
設
計
と
運
用
』（
経
営
書
院
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
専
門
職
制
度

と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
」（『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
10
） 

人
事
考
課
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

九
四
頁
以
下
、
同
「
人
事
考
課
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
」（『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

高
橋
伸
夫
『
虚
妄
の
成
果
主
義
│
日
本
型
年
功
制
復
活
の
ス
ス
メ
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
参
照
。
た
だ
し
、
著
者
に
よ
る

日
本
型
年
功
制
の
解
釈
は
正
確
で
は
な
い
。

（
12
） 

終
身
雇
用
の
実
像
に
関
し
て
は
、
野
村
正
實
『
終
身
雇
用
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
同
『
日
本
的
雇
用
慣
行
│
全
体
像
構
築
の
試

み
│
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
第
二
章
、
島
田
晴
雄
『
日
本
の
雇
用
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
13
） 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
、
北
野
利
信
訳
『
仕
事
と
人
間
性
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
八
年
）。

（
14
） 

厚
生
労
働
省
「
平
成
一
八
年 

転
職
者
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
一
般
正
社
員
の
転
職
入
職
者
が
前
職
を
辞
め
た
理
由
は
（
三
つ
ま
で
の
複
数

回
答
）、「
会
社
の
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
」
30
・
9
％
、「
労
働
条
件
（
賃
金
以
外
）
が
よ
く
な
か
っ
た
」
29
・
0
％
、「
賃
金
が
低
か
っ
た
」

23
・
2
％
、
と
並
ん
で
「
満
足
の
い
く
仕
事
内
容
で
な
か
っ
た
」
29
・
4
％
、「
能
力
・
実
績
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
」
17
・
8
％
で
あ
っ
た
。

（
15
） 

例
え
ば
、
林 

伸
二
『
組
織
心
理
学
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
五
頁
、
小
野
公
一
『
職
務
満
足
と
生
活
満
足
感
』（
白
桃
書
房
、

一
九
九
三
年
）
三
三
頁
、
坂
下
昭
宣
『
組
織
行
動
研
究
』（
白
桃
書
房
、
一
九
八
五
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
16
） 

田
尾
雅
夫
『
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
七
四
頁
│
九
三
頁
、
上
田 

泰
『
組
織
行
動
研
究
の
展
開
』

（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
四
頁
。
開
本
浩
矢
『
研
究
開
発
の
組
織
行
動
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
と
、「
給
与
や
昇
進
を

単
純
に
外
発
的
報
酬
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
内
発
的
報
酬
で
あ
る
仕
事
の
達
成
に
対
す
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
と
ら
え
る
こ
と
で
、
給
与
や
昇

進
が
モ
チ
ベ
ー
タ
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
」（
四
七
頁
）。

（
17
） 

坂
下
・
前
掲
書
、
四
三
頁
│
四
七
頁
、
林
・
前
掲
書
、
一
二
五
頁
参
照
。

三
五
八



（
七
五
一
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

（
18
） 

開
本
・
前
掲
書
で
は
、
研
究
開
発
技
術
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
だ
が
、
内
発
的
報
酬
に
よ
る
動
機
づ
け
だ
け
で
な
く
、
外
発
的
報
酬

に
よ
る
動
機
づ
け
の
効
果
も
あ
る
（
合
成
的
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
八
頁
│
二
一
一
頁
）。

（
19
） 
谷
田
部
・
前
掲
論
文
、
一
七
頁
│
一
八
頁
。

（
20
） 
前
掲
・
注（
4
）の
文
献
参
照
。

（
21
） 

宮
本
美
沙
子
・
奈
須
正
裕
編
『
達
成
動
機
の
理
論
と
展
開　

続
・
達
成
動
機
の
心
理
学
』（
金
子
書
房
、
一
九
九
五
年
）
第
六
章
・
第
九
章
、

上
淵 

寿
編
著
『
動
機
づ
け
研
究
の
最
前
線
』（
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
・
第
二
章
参
照
。

（
22
） 

参
考
ま
で
に
、
筆
者
の
授
業
を
受
講
し
て
い
る
学
生
に
対
し
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
時
給
が
上
が
る
と
や
る
気
を
な
く
す
か
否
か
質
問
し
た
と
こ

ろ
、
ど
の
教
室
で
も
受
講
生
全
員
が
答
え
は
否
で
あ
っ
た
。
昇
給
に
よ
っ
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
る
の
は
一
時
的
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
下
が
ら
な
い
だ
ろ
う
。
学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
目
的
は
、
も
っ
ぱ
ら
金
銭
的
報
酬
が
目
的
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、

生
涯
を
か
け
よ
う
と
す
る
仕
事
の
場
合
は
、
多
様
な
回
答
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
23
） 

開
本
浩
矢
編
著
『
入
門　

組
織
行
動
論
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
三
頁
、
二
村
敏
子
編
『
現
代
ミ
ク
ロ
組
織
論
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。

（
24
） 

詳
し
く
は
、
谷
田
部
・
前
掲
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』
第
一
章
参
照
。

（
25
） 

厚
生
労
働
省
の
「
平
成
二
三
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
の
労
働
費
用
調
査
結
果
や
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
「
福
利
厚
生
費
調
査
（
各
年

度
）」
参
照
。

（
26
） 

早
期
退
職
優
遇
制
度
は
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
肢
で
あ
り
、
一
定
条
件
の
下
で
定
年
前
に
退
職
す
る
従
業
員
に
、
退
職
金
の
加
算
な
ど
で
優
遇
す
る

恒
常
的
な
制
度
で
あ
る
。
同
じ
退
職
金
加
算
が
あ
っ
て
も
、
雇
用
調
整
の
一
環
と
し
て
時
限
的
に
実
施
さ
れ
る
希
望
退
職
と
は
本
来
の
目
的
が
異
な

る
。

（
27
） 

厚
生
労
働
省
の
平
成
二
四
年
「
高
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果
に
よ
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
内
訳
で
は
、
定
年
制
廃
止
2
・
7
％
、

定
年
年
齢
引
き
上
げ
14
・
7
％
に
対
し
て
、
継
続
雇
用
制
度
導
入
82
・
5
％
と
、
継
続
雇
用
で
対
応
す
る
比
率
が
高
い
。

（
28
） 

日
本
経
営
者
団
体
連
盟
「
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
立
を
目
指
し
て
│
『
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
』
の
人
材
育
成
を
│
」（
エ
ン
プ
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
七
五
二
）

ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
検
討
委
員
会
報
告
、
一
九
九
九
年
）
九
頁
。

（
29
） 

谷
田
部
光
一
「
こ
れ
か
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
使
命
」（『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
七
三
頁
。

（
30
） 
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
」D
IA
M
O
N
D

ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
編
集
部
編
・
訳
『
新

版　

動
機
づ
け
る
力
│
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
と
実
践
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
一
章
。
な
お
、
藤
田
英
樹
『
コ
ア
・
テ
キ
ス

ト　

ミ
ク
ロ
組
織
論
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
八
章
参
照
。

（
31
） 

前
掲
・
注（
19
）参
照
。

三
六
〇


